
 

★住民票【住民票コードは記載不可】 

★印鑑登録証明書【登録者のみ】 

★戸籍謄本・戸籍抄本※1 

★戸籍の附票の写し※1 

★市民税・県民税課税【非課税】証明書※2 

★各税目の納税証明書【車検用納税証明書を除く】 

※1 除籍・改製原戸籍に係るものを除く。　 

 

※2　未申告の人は取得できません。(収入がない場合でも申告が必要です)

　   

が　　 

令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで 

コンビニ交付の春日部市の証明書が 

 

   

 

 ※手数料が条例で免除されていてもコンビニでは有料になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

・全国のコンビニエンス 

ストア(マルチコピー機 

を設置している店舗に限る） 

・各市民センター

 
 

6：30～23:00 

※市民センターは 9:00～17:00 
※メンテナンス等により利用 

できない場合があります。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 

 

 

　 

　 

利用可能店舗

利用可能時間

取得できる証明書

コンビニで証明書を取得するには、

お問い合わせ先

マイナンバーカード

で、カンタン取得

便利 

お得
で

春日部市　行政デジタル改革課　受付時間　平日 8：30～17：15 

☏048-736-1116 

➀マイナンバーカード 

➁数字４桁の暗証番号 

が必要です。

マルチコピー機の詳しい操作方法は 

こちらからご確認ください。

(利用者証明用電子証明書の暗証番号)

コンビニ交付は、地方公共団体情報システム機構が運営しているサービスです。 

※

※1 春日部市に本籍がある人は、住所が市外であっても、初回のみ事前に利用登録申請を
　することで、全国のコンビニで戸籍謄本・戸籍抄本・戸籍の附票の写しを取得できます。

になります。


